
仕  様  書 

１ 需給場所 

安城市役所庁舎ほか６０施設（以下「対象施設」という。）で、別紙１のとお

り。 

２ 仕様 

（１）電力供給条件（各施設とも） 

ア 電気方式   交流３相３線式 

イ 供給電圧   ６，６００ボルト 

ウ 計量電圧   ６，６００ボルト 

エ 標準周波数  ６０ヘルツ 

オ 受電方式   １回線受電 

（２）契約電力及び予定使用電力量 

ア 契約電力 

別紙２のとおり（契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をい

う。）。 

イ 予定使用電力量 

別紙２のとおり。 

ウ 力率 

各施設とも１００パーセント（平均） 

（３）電力供給期間 

平成２７年１０月１日（0：00）から平成２８年９月３０日（24：00）まで 

（４）需給地点 

需給場所構内に安城市（以下「発注者」という。）が設置した区分開閉器電

源側接続点 

（５）電気工作物の財産分界点 

需給地点に同じ 

（６）保安上の責任分界点 

需給地点に同じ 

（７）電力量等の計量 

ア 電力の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）の算定に必要な使

用電力量、最大需要電力（需要電力の最大値であって、３０分最大需要電力



計により計算される値をいう。）及び力率の計量は、各供給場所に設置され

た計量器により行うものとする。 

イ 計量日時は、発注者と電力供給者（以下「受注者」という。）が協議の上、

毎月定めるものとし、計量結果の記録を取り交わす。 

（８）電気料金等の算定期間 

電気料金の算定は、１か月（前月の計量日から当月の計量日の前日までの期

間をいう。）の使用電力量により算定する。 

（９）電気料金は、次に掲げる料金を合算した額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた金額）とする。ただし、電気事業法で定める

経済産業大臣の認可を受けた金額とする。 

ア 基本料金 

本仕様書に規定する契約電力、契約単価及び力率から計算した金額（次の

算式による。） 

・基本料金＝契約電力×契約単価×（1.85－力率／100） 

イ 電力量料金 

使用電力量に単価一覧（燃料費調整を行う場合については、ウによる。）

の料金を乗じて計算した金額（次の算式による。） 

・電力量料金＝使用電力量×（電力量契約単価＋燃料費調整単価）＋ 

       （太陽光発電促進付加金×使用電力量） 

ウ 燃料費調整 

燃料費の変動などにより契約単価の調整を行う必要が生じた場合には、発

注者、受注者協議の上、決定する。ただし、当該地域を管轄する一般電気事

業者の燃料費調整額を超えない範囲で行う。 

エ 太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法に基づく賦課金 

太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法に基づく賦課金は、当該地域を管轄する一般電気事業

者が定める特定規模需要の標準（託送）供給条件により電気料金として算定

された金額に加えるものとする。 

（１０）電気の安定供給 

電気の安定供給を図ること。 

３ 資格 



（１）電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第３条第１項の規定に基づき一般電

気事業者としての許可を得ているもの又は同法第１６条の２第１項の規定に基

づき特定規模電気事業者の届出を行っている者であること 

（２）「愛知県電力の調達に係る環境配慮方針」（平成２５年度）の別表１「愛知

県環境に配慮した電力調達評価基準」により算定した環境評価項目の評価点の

合格点数（以下「環境評価項目合格点数」という。）が７０点以上のものであ

ること。 

４ 提出書類 

入札時の提出書類は、次に掲げるものに必要事項を記入のうえ提出する。 

（１）入札書 

（２）内訳書（様式第２号）及び契約単価兼積算明細書（様式第３号） 

（３）安定供給確約書（様式は任意） 

５ その他 

（１）契約 

ア 電気事業者との契約は、安城市の定めた契約書の様式とする。 

イ 当該契約期間中に翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について削

減又は削除があった場合は、当該契約は解除する。 

（２）使用電力の増減 

発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 

（３）契約電力の変更 

ア 契約電力が 500ｋＷ以上のものは、契約電力を変更する必要があるときは、

発注者、受注者協議の上、変更するものとする。 

イ 契約電力が 500ｋＷ未満のものは、その１月の最大需要電力と前１１月の

最大需要電力のうち、いずれか大きい値に変更する。 

（４）契約金額の変更 

受注者の発電費用等の変動により契約金額を改正する必要が生じたときは、

発注者、受注者協議の上、契約金額を変更することができる。 

（５）支払 

受注者は、２（８）により算定された当該月分の料金を、適法な請求書によ

り速やかに発注者に請求し、発注者は検針日の翌日から起算して３０日以内

（その日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日）にこれを支払う。ただ

し、発注者、受注者協議の上、これを変更できるものとする。 



（６）通信設備等 

ア 当該地域を管轄する一般電気事業者との接続供給契約を遵守するために必

要な計量器、通信装置その他附属設備（以下「通信設備等」という。）を設

置する必要がある場合は、当該地域を管轄する一般電気事業者の財産とし、

設置工事については、当該地域を管轄する一般電気事業者の負担で設置する。 

イ 通信設備等の取付場所は当該地域を管轄する一般電気事業者と協議の上、

場所を選定し発注者が提供する。 

ウ 通信設備等の設置の必要がなくなった場合は、当該地域を管轄する一般電

気事業者の負担で撤去する。 

（７）自家発電設備 

別紙１のとおり 

（８）太陽光発電設備 

別紙１のとおり 

（９）協議 

その他、仕様書に定めのない事項については、当該地域を管轄する一般電気

事業者の定めに準ずるものとし、発注者、受注者双方が誠意をもって協議の上

解決するものとする。 



対象施設一覧表 別紙１

種別 容量

行政課 非常用 400 27.5

非常用 60 20

2 西会館 安城市桜町19-13 × － －

市民課 3 総合斎苑 安城市赤松町乙菊22-1 非常用 230 －

子ども課 4 安城保育園 安城市大東町11-30 × － －

5 南部保育園 安城市安城町小圦22-1 × － －

6 西部保育園 安城市福釜町笠松102 × － －

7 和泉保育園 安城市和泉町北本郷237 × － －

8 二本木保育園 安城市緑町1-29 × － －

健康推進課 9 保健センター 安城市横山町下毛賀知106-1 非常用 55 －

ごみゼロ推進課 10 資源化センター（清掃事業所） 安城市堀内町西新田2 × － －

11 リサイクルプラザ 安城市赤松町乙菊18 × － －

12 リサイクルプラント 安城市赤松町東向111-2 × － －

13 環境クリーンセンター 安城市和泉町大下38 常用 2,150 －

総務課 14 安城中部小学校 安城市大東町12-8 × － 20

15 安城南部小学校 安城市安城町城堀48 × － 20

16 安城西部小学校 安城市福釜町猿町128 × － 20

17 安城東部小学校 安城市大岡町前畑72-1 × － 20

18 安城北部小学校 安城市今本町1-9-44 × － 20

19 錦町小学校 安城市錦町9-39 × － 20

20 高棚小学校 安城市高棚町蛭田44 × － 20

21 明和小学校 安城市東端町明和66 × － 20

22 志貴小学校 安城市柿碕町御用地45 × － 20

23 桜井小学校 安城市小川町清水道6-1 × － 15

24 作野小学校 安城市篠目町4-22-1 × － 20

25 祥南小学校 安城市安城町庚申11 × － 20

26 丈山小学校 安城市和泉町南本郷1 × － 20

27 二本木小学校 安城市緑町1-23-1 × － 20

28 里町小学校 安城市里町足取1-5 × － 15

29 桜町小学校 安城市桜町15-5 × － 15

30 桜林小学校 安城市桜井町中狭間35-1 × － 20

31 新田小学校 安城市新田町新栄100 × － 20

32 今池小学校 安城市今池町2-1-52 × － 20

33 三河安城小学校 安城市箕輪町昭和47 × － 10

34 梨の里小学校 安城市篠目町溝川38 × － 15

35 安城南中学校 安城市城南町2-7-2 × － 15

36 安城北中学校 安城市新田町小山西18 × － 20

37 明祥中学校 安城市東端町住吉1-12 × － 20

38 安城西中学校 安城市福釜町中根43 × － 15

39 桜井中学校 安城市小川町的場丘1-1 × － 20

40 東山中学校 安城市里町東山1 × － 20

41 安祥中学校 安城市安城町天草23 × － 20

42 篠目中学校 安城市篠目町竜田151 × － 15

総務課 43 教育センター 安城市横山町下毛賀知13-1 × － －

44 北部調理場 安城市池浦町曲尺手65 × － －

45 南部調理場 安城市和泉町南梶25 × － 10

46 中部調理場 安城市福釜町笠松1 × － －

生涯学習課 47 文化センタ― 安城市桜町17-11 非常用 80 －

48 桜井公民館 安城市桜井町大役田1-1 非常用 32 －

49 北部公民館 安城市里町山崎35 × － －

50 西部公民館 安城市福釜町釜ヶ渕20-1 × － －

51 作野公民館 安城市篠目町古林畔26 × － －

52 東部公民館 安城市大岡町源覚16 × － －

53 南部公民館 安城市和泉町大下38 × － －

54 二本木公民館 安城市三河安城本町1-13-9 非常用 28 －

55 中部公民館 安城市新田町小山西83 非常用 42 －

56 昭林公民館 安城市安城町広美10-1 × － －

57 青少年の家 安城市新田町池田上1 × － －

スポーツ課 58 体育館 安城市新田町新定山41-8 非常用 100 －

59 総合運動公園野球場 安城市新田町池田上1 × － －

60 和泉公園運動広場 安城市和泉町大海古1 × － －

中央図書館 61 中央図書館 安城市城南町2-10-3 × － －

太陽光

発電

（KW)

担当課 需要場所施設名

発電機

1 庁舎 安城市桜町18-23




























































































































